
（千円）

事業費 一般財源 事業費 一般財源 事業費 一般財源

① 5,488,535 4,424,491 6,251,300 4,968,725 762,765 544,234 -

658,225 164,557 910,644 227,661 252,419 63,104

450,399 112,600 509,448 127,362 59,049 14,762

1,631,282 1,631,282 1,770,467 1,770,467 139,185 139,185

1,559,605 1,559,605 1,662,349 1,662,349 102,744 102,744

30,999 30,999 72,665 72,665 41,666 41,666

38,415 37,097 36,553 34,408 △ 1,862 △ 2,689

250,793 200,346 420,745 372,292 169,952 171,946
【拡充】H28.4月診療分より対象年齢を「小学6年生まで」を

「中学3年生まで」に拡充します。

40,119 20,091 29,948 15,007 △ 10,171 △ 5,084

295,919 148,919 275,099 138,536 △ 20,820 △ 10,383

2,124 2,124 3,276 3,276 1,152 1,152

31,931 31,931 31,642 31,642 △ 289 △ 289

12,229 2,643 12,793 2,854 564 211

6,048 1,850 4,393 1,116 △ 1,655 △ 734

139,766 139,766 163,389 163,389 23,623 23,623

340,681 340,681 347,889 345,701 7,208 5,020

② 7,205,520 2,231,992 8,066,552 2,654,013 861,032 422,021 -

2,938,950 856,384 2,785,805 810,421 △ 153,145 △ 45,963

3,943,280 1,155,802 4,792,378 1,555,193 849,098 399,391

0 0 56,713 17,797 56,713 17,797

うち公立保育所（保育料軽減分） (82,203) (82,203) (84,883) (84,883) (2,680) (2,680)

うち私立保育所（保育料軽減分） (413,607) (413,607) (579,235) (579,235) (165,628) (165,628)

うち上記以外の施設型給付・地域型保育
　　給付（保育料軽減分）

0 0 (10,712) (10,712) (10,712) (10,712)

15,475 5,160 25,701 8,567 10,226 3,407

11,226 5,613 14,624 5,359 3,398 △ 254

92,362 30,788 143,337 47,779 50,975 16,991

【拡充】東陽校区に放課後児童クラブ１ヶ所を新設します。

37,558 18,764 37,823 12,570 265 △ 6,194

855 428 1,595 533 740 105

4,940 2,470 8,839 2,947 3,899 477

0 0 2,025 551 2,025 551

51,805 51,805 85,227 85,227 33,422 33,422

16,095 11,804 19,430 14,014 3,335 2,210

92,974 92,974 93,055 93,055 81 81

③ 5,851,089 1,904,759 6,783,405 2,188,866 932,316 284,107 -

82,213 82,213 115,457 115,457 33,244 33,244

106,812 85,031 94,789 76,118 △ 12,023 △ 8,913

233,769 211,006 234,975 209,132 1,206 △ 1,874

2,415,138 629,487 3,146,442 814,509 731,304 185,022

2,759,101 659,321 2,867,251 694,058 108,150 34,737

24,122 18,188 32,030 22,409 7,908 4,221

0 0 32,614 11,079 32,614 11,079

76,531 76,531 85,192 85,192 8,661 8,661

25,348 19,011 30,766 23,075 5,418 4,064

128,055 123,971 143,889 137,837 15,834 13,866

18,545,144 8,561,242 21,101,257 9,811,604 2,556,113 1,250,362 -

以上の財源として、充てられます。

消費税引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費
及びその他社会保障施策に要する経費

　　平成28年度　地方消費税交付金(社会保障財源分）の増収見込額　　　　　　　　　　　　　＋ １４．７６億円

【本市における社会保障及びその他社会保障施策に要する経費】

事　　　　業　　　名
消費税増税前
H25当初予算

消費税増税後
H28当初予算

増減

診療所特別会計繰出金事業

備考

医療・介護等

国民健康保険特別会計繰出金事業
（保険基盤安定分）

後期高齢者医療特別会計繰出金事業
（保険基盤安定分）

後期高齢者医療広域連合負担金事業
（医療給付公費負担分）

介護保険特別会計繰出金事業
（保険給付費分）

【拡充】介護保険制度の改正により、予防給付が地域支援事
業へ移行され、また認知症施策及び在宅医療・介護連携の推
進など、介護サービスの充実を進めます。

介護保険特別会計繰出金事業
（地域支援事業分）

救急医療推進事業

こども医療費助成事業

ひとり親家庭等医療費助成事業

重度心身障がい者医療費助成事業

不妊治療助成事業

こどもプラザ事業
つどいの広場事業

養育医療事業

育成医療事業

病院事業会計繰出金事業

疾病予防関係経費

子育て

児童手当事業
児童扶養手当事業

施設型給付　※１
（公立保育所運営費及び私立保育所保育委託含む）

地域型保育給付

病児・病後児保育事業

老人福祉施設入所措置事業

放課後児童健全育成事業

地域子育て支援センター事業

子育て短期支援事業

一時預かり事業

子育て相談事業

障がい児保育事業

乳幼児健康支援事業

妊産婦健康支援事業

その他の社会保障経費

社会福祉団体育成事業

地域福祉センター等関係経費

　　　②平成28年度中における上記事業の増額等

障がい福祉関係経費
（障害福祉サービス給付事業、障がい児通所支援事業　等）

生活保護費給付事業

生活保護事業

生活困窮者自立支援事業

学校支援職員配置事業

幼稚園奨励費補助金事業

要保護・準要保護就学援助事業
（小学校・中学校）

合計

※１　施設型給付は平成27年度からの事業であるため、平成25年度においては公立保育所運営事業・私立保育所保育委託事業・管外公立保育委託事業の合計を計上しています。

平成28年度における地方消費税交付金(社会保障財源分）の増収見込分　１４．７６億円につきましては、

　　　①事業の拡充等における消費税増税前（平成25年度）から消費税増税後（平成28年度）の一般財源の増加額　１２．５１億円


